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催

し

区
立
小
・
中
学
校

特
別
支
援
学
級

連
合
展
覧
会

特
別
支
援
学
級
の
児
童
・
生

徒
に
よ
る
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

日

11
月
16
日
㈮
〜
20
日
㈫
午
前

9
時
〜
午
後
4
時
45
分
（
20
日

は
正
午
ま
で
）
会

金
町
地
区
セ

ン
タ
ー（
東
金
町
1‐

22‐

1
）

担

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
"

（
5

6
6
8
）
7
6
0
1

講
座
・
講
演
会

子
育
て
に
役
立
つ
生
と

性
の
お
は
な
し

助
産
師
と
話
そ
う

「
乳
幼
児
期
の
ホ
ン
ト
に

必
要
な
か
か
わ
り
方
」

全
2
回

"

区
民
大
学
単
位
認
定
講
座
。

日

12
月
1
日
㈯
・
8
日
㈯
午
前

10
時
〜
正
午
会

健
康
プ
ラ
ザ
か

つ
し
か（
青
戸
4‐

15‐

14
）
対

就
学
前
の
お
子
さ
ん
の
保
護
者

15
人
師

井
出
陽
子
氏（
助
産
師
）

費

5
0
0
円
保

2
歳
以
上
就
学

前
の
お
子
さ
ん
6
人
（
2
歳
未

満
の
お
子
さ
ん
は
一
緒
に
参
加

で
き
ま
す
）
方

往
復
ハ
ガ
キ
か

フ
ァ
ク
ス
に「
生
と
性
」・
住
所

・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・

電
話
番
号（
フ
ァ
ク
ス
番
号
）・

お
子
さ
ん
の
氏
名
（
フ
リ
ガ

ナ
）
と
年
齢
・
保
育
希
望
の
有

無
を
書
い
て
、11
月
19
日
㈪（
必

着
）
ま
で（
多
数
抽
選
）。
申
担

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
生
涯
学

習
課

!（
5
6
9
8
）
1
5
4

1
"（
5
6
5
4
）8
4
7
5

子
ど
も
食
育
ク
ッ
キ
ン
グ"

日

12
月
2
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
0
時
30
分
会

亀
有
学
び
交
流

館（
お
花
茶
屋
3‐

5‐

6
）
対

区
内
在
住
・
在
学
の
小
学
2
〜

6
年
生
20
人
内

照
り
焼
き
チ
キ

ン
マ
フ
ィ
ン
、
豆
乳
ク
リ
ー
ム

ス
ー
プ
、
ク
リ
ス
マ
ス
チ
ョ
コ

カ
ッ
プ
ケ
ー
キ
費

5
0
0
円
方

往
復
ハ
ガ
キ
に
「
子
ど
も
食
育

ク
ッ
キ
ン
グ
亀
有
」・
住
所
・

氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
学
年
・
電

話
番
号
を
書
い
て
、
11
月
19
日

㈪（
必
着
）ま
で（
多
数
抽
選
）。

申
担

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
生

涯
学
習
課
"（
5
6
5
4
）8
5

1
2

パ
パ
と
一
緒
に
ク
ッ
キ
ン

グ
！
わ
く
わ
く
ク
リ
ス
マ

ス
パ
ー
テ
ィ
ー

"

日

12
月
2
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
1
時
対

小
学
生
と
父
親
10
組

20
人
内

ロ
ー
ル
キ
ャ
ベ
ツ
の
グ

ラ
タ
ン
と
ア
ク
ア
パ
ッ
ツ
ァ
師

吉
田
光
一
氏
（
東
京
聖
栄
大
学

准
教
授
）
費

1
組
1
1
0
0
円

保

1
歳
以
上
就
学
前
の
お
子
さ

ん
3
人
方

往
復
ハ
ガ
キ
に
「
ク

リ
ス
マ
ス
料
理
」、
住
所
、
参

加
者
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年

齢
・
電
話
番
号
、
保
育
を
希
望

す
る
方
は
お
子
さ
ん
の
氏
名
と

年
月
齢
を
書
い
て
、
11
月
16
日

㈮（
必
着
）ま
で（
多
数
抽
選
）。

会
申
担

〒
124‐

0012
立
石
5‐

27

‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内
男
女

平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
"

（
5
6

9
8
）
2
2
1
1

た
こ

親
子
凧
づ
く
り
教
室

日

12
月
1
日
㈯
午
前
10
時
〜
11

時
30
分
会

堀
切
地
区
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

8‐

5
）
対

5
歳
〜

小
学
6
年
生
と
保
護
者
60
人

（
小
学
生
は
1
人
で
も
参
加
可
）

費

1
人
3
0
0
円
他

主
催
／
堀

切
大
凧
揚
げ
大
会
実
行
委
員
会

方

11
月
7
日
㈬
午
前
8
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。
申

は
な
し

ょ
う
ぶ
コ
ー
ル
"

（
6
7
5

8
）
2
2
2
2
担

生
涯
学
習
課

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ
フ

プ
ラ
ザ
講
座

エ
コ
工
作
体
験

不
用
品
で
し
お
り
作
り

日

11
月
21
日
㈬
午
後
3
〜
5
時
。

直
接
会
場
へ（
入
退
場
自
由
）。

会

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ
フ
プ
ラ

ザ（
立
石
1‐
9‐

1
）
対

区
内

在
住
の
小
学
生
担

リ
サ
イ
ク
ル

清
掃
課
"（
5
6
5
4
）8
2
7

3

か
つ
し
か
3
Ｒ
サ
ポ
ー

タ
ー
の
会
企
画
講
座

布
表
紙
の
手
帳
づ
く
り

不
用
に
な
っ
た
布
を
使
用
し

て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
手
帳
を
作

り
ま
す
。

日

11
月
24
日
㈯
午
後
2
〜
4
時

会

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ
フ
プ
ラ

ザ（
立
石
1‐

9‐

1
）
対

区
内

在
住
・
在
学
の
小
学
4
〜
6
年

生
6
人
師

秋
山
美
佐
子
氏
（
Ｄ

Ｉ
Ｙ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
費

30
円

方

11
月
7
日
㈬
午
前
9
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。
申
担

リ
サ

イ
ク
ル
清
掃
課
"（
5
6
5
4
）

8
2
7
3

凡
例
日

日
時

会

会
場

対

対
象

定

定
員

内

内
容

師

講
師

費

費
用

持

持
ち
物

保

保
育

他

そ
の
他

方

申
込
方
法

申

申
込
先

問

問
い
合
わ
せ
先

担

担
当
課

"
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）
。

区区内内在在住住でで申申請請ををししてていいなないい方方はは、、申申請請ししててくくだだささいい。。各各手手

当当ににはは、、そそれれぞぞれれ所所得得制制限限ががあありりまますす（（子子どどもも医医療療費費助助成成をを

除除くく））。。所所得得制制限限やや申申請請にに必必要要なな物物ななどど、、詳詳ししくくははおお問問いい合合

わわせせくくだだささいい。。

【【担担当当課課】】 子子育育てて支支援援課課（（区区役役所所44階階440011番番）） ""55665544‐‐88229944

「
全
○
回
」
と
あ
る
講
座
は
、
全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。
多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、
定
員
を
超
え
た

場
合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
1
人
1
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支給開始時期

申請月の翌月
出生・転入日（前住所地の転
出予定日）などの翌日から15日
以内に申請をすることで、出生
・転入日などの翌月からになり
ます。
【支払月】
6月、10月、2月

申請月の翌月
災害その他やむを得ない事由

（離婚などの理由を除く）がある
場合、その事由がやんだ日の翌
日から起算して15日以内の申請
には特例があります。
【支払月】
6月、10月、2月

申請月の翌月
災害その他やむを得ない事由

（離婚などの理由を除く）がある
場合、その事由がやんだ日の翌
日から起算して15日以内の申請
には特例があります。
【平成30年度支払月】
4月、8月、12月
【平成31（2019）年度支払月】
4月、8月、11月、1月、3月

申請月の翌月
【支払月】
4月、8月、11月

医療証の始期は交付申請をした日
災害その他やむを得ない事由

（離婚などの理由は除く）で、申
請が遅延した場合は特例があり
ます。

医療証の始期は出生日・転入日
対象者となった日から3カ月
以内に申請をしなかった場合は、
申請日からとなります。

手手当当のの支支払払日日はは原原則則1100日日（（特特別別児児童童扶扶養養手手当当はは1111日日））でですす。。ここのの日日がが金金融融機機関関のの営営業業日日ででなないい場場合合、、直直前前のの営営業業日日ととななりりまますす。。

内容

▽3歳未満 …………………15，000円（月額）

▽3歳～小学生
第1・2子 ………………10，000円（月額）
第3子以降（※） ………15，000円（月額）

▽中学生 ……………………10，000円（月額）

▽所得制限以上の方 ………5，000円（月額）

※高校生以下（18歳に達した日以後の3月31
日までの方）の児童から第1子として数え
ます。

児童1人 ……………………13，500円（月額）

児童1人 ……………………15，500円（月額）

▽児童1人
（全部支給）………………42，500円（月額）
（一部支給）…42，490円～10，030円（月額）

▽児童が2人以上の場合は、次のとおり加算
されます。
2人目
（全部支給）………………10，040円（月額）
（一部支給） …10，030円～5，020円（月額）
3人目以降1人につき
（全部支給） ………………6，020円（月額）
（一部支給）……6，010円～3，010円（月額）
一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で
手当額が決定します。

児童1人
（特児等級1級） ……………51，700円（月額）
（特児等級2級） ……………34，430円（月額）

健康保険適用による自己負担分を助成
（住民税課税世帯は定率1割を自己負担）

医療費助成の範囲について、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。

健康保険適用による自己負担分を助成

医療費助成の範囲について、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。

支給要件（いずれかに該当する場合）

▽父母が離婚した児童

▽母が婚姻によらないで出生した児童

▽父または母が死亡した児童

▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

▽父または母が生死不明である児童

▽父または母が次のような状態にある児童
・身体障害者手帳1・2級程度、その他重度の内部障害を
有するとき
・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態
にあるとき

▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

▽愛の手帳1・2・3度程度の児童

▽身体障害者手帳1・2級程度の児童

▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童

▽父母が離婚した児童

▽母が婚姻によらないで出生した児童

▽父または母が死亡した児童

▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

▽父または母が生死不明である児童

▽父または母が次のような状態にある児童
・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態
にあるとき（身体障害者手帳1・2級程度）
・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態
にあるとき

▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

▽愛の手帳1・2・3度程度の児童

▽身体障害者手帳1・2・3級程度（下肢機能障害は4級の一
部を含む）の児童

▽上記と同程度の疾病または身体や精神の障害がある方

▽父母が離婚した児童

▽母が婚姻によらないで出生した児童

▽父または母が死亡した児童

▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

▽父または母が生死不明である児童

▽父または母が次のような状態にある児童
・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態
にあるとき（身体障害者手帳1・2級程度）
・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態
にあるとき

▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

対象

15歳に達した日以後の最初の
3月31日までの児童を養育し
ている方（生計中心者）
公務員の場合は勤務先で請

求してください（国立大学・
独立行政法人などを除く）。
児童福祉施設などに入所し

ている児童は、施設長に児童
手当が支払われます。

18歳に達した日以後の最初の
3月31日までの児童を養育し
ている父子・母子世帯または
それに準じる世帯の方
（児童福祉施設などに入所し
ている児童を除く）

20歳未満の障害のある児童を
養育している方
（児童福祉施設などに入所し
ている児童を除く）

18歳に達した日以後の最初の
3月31日まで（心身に中度以
上の障害（※）のある児童は20
歳未満）の児童を養育してい
る父・母または養育者
（児童福祉施設などに入所し
ている児童を除く）

※（例）身体障害者手帳で1～3
級程度

20歳未満の障害のある児童を
養育している方
（児童福祉施設などに入所し
ている児童を除く）

健康保険に加入し、18歳に達
した日以後の最初の3月31日
まで（心身に中度以上の障害
のある児童は20歳未満）の児
童を養育している方とその児童

健康保険に加入し、15歳に達
した日以後の最初の3月31日
までの児童

名称

児童手当

育成
手当

障害
手当

児童扶養手当

特別児童
扶養手当

ひとり親
家庭等
医療費助成

子ども
医療費助成

児童育成
手当

子子育育ててのの各各種種手手当当ななどどをを

ごご利利用用くくだだささいい

区内のイベントや区からのお知
らせなどを、毎週金曜午後３時
からライブ配信中！

子育て・子ども 平成30年（2018年）11月5日 No.1748

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（７）


